
 

赤穂市地域公共交通活性化協議会について 

 

１ 趣旨 

 

  道路運送法及び道路運送法施行規則並びに地域公共交通の活性化及び再生に

関する法律の規定に基づき、地域の需要に応じた住民の生活に必要な旅客輸送

の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実

現に必要となる事項を協議するとともに、地域公共交通計画の策定及び実施に

関し必要な協議を行うため、赤穂市地域公共交通活性化協議会を新たに設置す

る。 

 

 

 地域公共交通会議 地域公共交通活性化協議会 

根拠法令 ・道路運送法 

・道路運送法施行規則 

・道路運送法 

・道路運送法施行規則 

・地域公共交通の活性化及び

再生に関する法律 

目的 ・住民生活に必要な旅客輸送

の確保 

・旅客の利便の増進及び地域

の実情に即した輸送サービス

の実現に必要となる事項を協

議 

・地域公共交通計画の策定及

び実施に関し必要な事項を協

議 

対象となる 

交通モード 

バス・タクシー（乗合）、自家

用有償旅客運送 

多様な交通モード 

 

 

 

 

資料３ 



 

２ 地域公共交通計画とは 

 

令和２年１１月２７日に施行された地域公共交通の活性化及び再生に関する

法律の改正法により、原則として全ての地方公共団体において策定することと

なった（努力義務）、地域交通に関するマスタープランとなる計画のこと。 

地域の移動手段を確保するために、地方公共団体が中心となって、交通事業

者をはじめとする地域の関係者と協議しながら策定する。 

 

 

  （「地域公共交通計画等の作成と運用の手引き[詳細編]抜粋」） 


